
 

委託研究実施の公募 
 
 

 平成２７年３月２７日 
国土交通省水管理・国土保全局長 池内 幸司 

 
下記のとおり、応募書類の提出を求めます。 
 
 

記 
 
１． 下水道革新的技術実証事業の概要（平成 27 年度） 

下水道管路の総延長 46 万 km のうち布設後 50 年を経過した老朽化管路は現在約 1 万 km 存

在しており、下水道に起因する道路陥没が年間 4,000 件程度発生しています。 
50 年経過管は 10 年後には約 4 倍、20 年後には約 11 倍に増加すると見込まれており、将来

的に下水道の老朽化等に起因する道路陥没等の重大事故の発生リスクが高まることが予想され

ます。このため下水道施設を管理する地方自治体は、膨大な下水道管路ストックを迅速かつ適

切に点検調査し、PDCA サイクルに基づいた効率的な予防保全型維持管理を実施していく必要

があります。一方、従来のＴＶカメラを用いた下水道管路内調査技術は 1 日に点検調査できる

延長が数百 m であり、膨大な下水道管路ストックに対応することが困難です。また管路内から

の調査であるため、管の外側に発生する空洞、地盤のゆるみ、路面変状等の陥没の兆候につい

ても発見が困難です。 
国土交通省では本格的な維持管理時代に向け、従来の調査技術では発見できない陥没兆候や

その原因となる異状を効率的に検知可能な調査点検技術や、マンホールの段差やインバートを

自力で通過し、複数スパンを調査することにより、既存調査技術よりも大幅に日進量を向上さ

せることができる技術（日進量平均 5～10 倍（従来 TV カメラ調査比））を下水道分野内外より

広く公募し、今後数年間をかけて管路管理への適用可能性等を検証するための研究を進めてい

くこととしています。 
このうち平成 27 年度の本事業では本格的な実証の前段として陥没兆候（空洞、地盤のゆるみ、

路面変状）やその原因となる異状（腐食、浸入水、クラック等）を迅速かつ効率的に検知でき

る技術を広く公募し、実フィールド及び共通検証施設による実験等により管路管理への適用可

能性、普及可能性を確認、本格的な実証を行うに相応しい調査点検技術を選定することを目的

としています。 
 
２．  公募対象技術 

本事業では、以下の A～D に該当する技術のうち 1 つ以上を活用した下水道管路（取付管含

む）の調査点検手法を対象とします（データベース等のソフト技術単独での応募は不可）。応募

された技術については、日進量、コスト、性能（検出可能な異状項目、範囲、精度）、下水道管

路管理への適用可能性や普及可能性等から総合的に審査されます。（複数技術に公募した場合で

も技術毎に審査します。） 



 

なお、A～D に直接関係がないと判断される技術が応募に含まれる場合、その技術は審査時に

除外されることがあります。 
 

A 技術（陥没の兆候を検知可能な技術） 
従来の TV カメラ（目視）では発見が困難な地下埋設物周辺の空洞や土のゆるみ、路面変状

などの道路陥没の兆候を発見する技術で、地上からの間接的計測や管内からの非破壊計測等、

目視によらないものを対象とする。 
 
B 技術（腐食の発生を検知可能な技術） 
 腐食環境下にあるコンクリート管内の腐食の状況を目視以外の方法（例：硫化水素濃度、pH
等）で連続的に計測可能な技術、または圧送管路内に発生した腐食の状況を検知可能な技術を

対象とする。 
 
C 技術（浸入水の発生箇所を検知可能な技術） 
 管内に浸入する地下水や雨水の発生点を検知可能な技術で、接触・非接触型センサーによる

検知や赤外線による可視化などを対象とする。 
 
D 技術（クラック等の劣化をより効率的に検知可能な技術） 
 管路内に発生したクラック等の劣化の程度を定量的かつ連続的に評価可能な調査技術で、止

水の困難な中大口径等における水面下のクラックを音響等により発見するものや、陥没につな

がる微細クラック・継ぎ手ズレ・取付管損傷等を発見するものを対象とする。 
 
 B～D 技術については従来技術と比較して、日進量、コスト、性能（検出可能な異状項目、

範囲、精度）等の点でより効率的に各異状を検知可能な調査点検技術とします。 
なお、平成 27 年 3 月末までに実用化されている技術※は公募の対象とはなりません。 

（※下水道分野において既に実施設にて普及が進んでいる技術とします。ただし、個々に実

用化されている技術で、技術の組み合わせにより既存技術よりも効率的に診断しようとする

ものは、公募の対象とします。） 
 
３． 事業の具体的内容 

本事業は、１．２に示す管路の調査点検技術に関し、実フィールド及び共通実証施設による

実験等により、技術毎に下記の事項について調査・検討のうえ、得られた知見やデータによる

分析・研究の成果を報告書としてとりまとめます。 
なお、応募数及び技術によって、事業内容が一部変更となる場合があります。 
 

 ＜調査・検討事項＞ 
＜A 技術＞ 
（１）空洞・ゆるみの調査点検精度 

従来型の TV カメラ調査技術では管路の外周部に発生する空洞・ゆるみ等を発見する

ことはできません。また一般的な空洞探査技術でも、空洞・ゆるみが下水道管路の劣化



 

に起因して発生したものかどうかを判定することは困難です。このため本事業では以下

の点について検証します。 
① 共同研究体が選定した実フィールドを用いて提案技術による空洞・ゆるみの発見率※１

に関する検証を行います。検証は主に開削工法により施工された下水道管路（コン

クリート管）を対象とし、空洞・ゆるみの大きさ※２や土被り※３等について調査し、

結果を整理します。提案技術を用いて検知された空洞・ゆるみについては、ピンホ

ールカメラ調査等による空洞・ゆるみの発生有無及び管内部の TV カメラ調査によ

る管内の異状有無を調査します。 
 
 ※１ 発見率＝空洞が実際に存在した箇所数／提案技術によって空洞の可能性が

あると判定された箇所数 
※２ 空洞・ゆるみ等の大きさ＝空洞やゆるみの領域の横幅及び高さのそれぞれの

最大値 
※３ 土被り＝概ね１，３，５ｍの３段階の土被り 

 
② ①を踏まえ、適用範囲（口径、土被り等）日進量（ｍ／日）、調査コスト（円／ｍ）、

について取りまとめます。 
③ ①の実フィールドとは別に、国総研が用意する共通実証施設を用いて空洞・ゆる

みの測定精度（提案技術で空洞の可能性が高いと判定された箇所数／共通実証施設

内に人工的に作成した空洞の箇所数）を用いても検証を行うことがあります。 
 
（２）低ランクの下水道異状に起因する管周辺の空洞・ゆるみ等の発達特性 

既往の文献等によると、TV カメラでは検知することが困難な低ランクの破損・継手

ズレ等に起因する陥没の可能性が示唆されていますが、これらに関する既往研究による

知見はほとんどありません。また、実際の管路において、周辺に空洞が発生・成長し、

最終的に陥没に至るまでの過程についても未解明な部分が多く残っています。 
このため本事業では、下記の影響因子（案）を考慮した模型実験、シミュレーション

等により、｢ⅰ.管内部の異状発生→ⅱ.周辺土の管流入→ⅲ.ゆるみ領域の発生→ⅳ.空洞

の発生・拡大→ⅴ.舗装路面の変状→ⅵ.陥没｣ に至る過程を再現し、管路の低ランクの

異状（破損、継ぎ手ズレ等）における空洞発生過程、陥没発生過程等の特性を明らかに

します。また、空洞や陥没が下水道起因か否かを判定可能な技術を確立するため、これ

らの知見をもとに、下水道管路の低ランクの異状に起因する陥没の特徴を明らかにしま

す。 
（影響因子（案）） 

・陥没の原因（低ランクで発見しにくい破損・継手ズレ・クラック※からの土砂流

入、または腐食の進行に伴う管路崩落） 
※例えば、クラック幅は 0.5mm、1mm、3mm などの細いもの 

・土質（平均粒径、粒度分布、相対密度） 
・水位変動 
・管勾配 



 

 
＜B 技術＞ 

○腐食の調査点検精度 
腐食については、腐食環境下における硫化水素の発生状況を把握し、硫化水素発生ス

パンに対して、より簡便かつ効率的な方法で管路内調査を実施し検知することが有効で

す。このため本事業では以下の検証を実施します。 
① 共同研究体が選定した実フィールドを用いて提案技術による硫化水素の発生状況

の検知精度および腐食の発見率※に関する検証を行います。検証は下水道管路（コ

ンクリート管もしくは圧送管）を対象に実施し、硫化水素拡散箇所からの距離毎、

異状のランク毎に結果を整理します。また、併せて TV カメラによる目視調査を実

施し、実際に異状が発生しているか否かを確認します。 
※ 発見率＝異状が実際に存在した箇所数／提案技術によって異状の可能性があ

ると判定された箇所数 
② ①の結果を踏まえ、調査コスト（円／ｍ）、日進量（ｍ／日）、適用範囲（口径、

硫化水素濃度、流下方式）について取りまとめます。 
 
＜C 技術＞ 

○常時浸入水および雨天時浸入水の調査点検精度 
浸入水については常時浸入水と雨天時のみ発生する雨天時浸入水（誤接続は除く）の

2 種類がありますが、前者については低ランクのもの等は TV カメラ調査では発見しに

くいといった課題がありました。また後者の場合は、晴天時の TV カメラ調査では検知

しにくいといった課題がありました。このため本事業では以下の検証を実施します。 
① 共同研究体が選定した実フィールドを用いて提案技術による浸入水の発見率※に

関する検証を行います。検証は下水道管路（コンクリート管）を対象に実施し、異

状のランク毎に判定精度を整理します。また、併せて TV カメラによる目視調査ま

たは流量調査を実施し、実際に異状が発生しているか否かを確認します。 
※ 発見率＝異状が実際に存在した箇所数／提案技術によって異状の可能性があ

ると判定された箇所数 
② ①の結果を踏まえ、調査コスト（円／ｍ）、日進量（ｍ／日）、適用範囲（口径、

取付管）について取りまとめます。 
③ 上記とは別に、国総研が用意する共通実証施設（延長 25m 程度）を用いて浸入水

の検知精度（当該手法で異状の可能性が高いと判定された箇所数／施設内に人工的

に作成した異状の箇所数）についても検証を行うことがあります。 
 

＜D 技術＞ 
○クラック等の調査点検精度 

増加する老朽化管路の劣化に対応するため、より簡便かつ効率的なクラック等の調査

点検技術、TV カメラ等によるこれまでの目視調査によらずにクラック等の劣化を検知

可能な技術、従来の TV カメラでは見落としがちな水面下の劣化や微細クラック等を検

知可能な技術等を対象に以下の検証を実施します。 



 

① 共同研究体が選定した実フィールドを用いて提案技術によるクラック等の発見率
※に関する検証を行います。検証は下水道管路（コンクリート管）を対象に実施し、

異状のランク毎に結果を整理します。また、併せて TV カメラによる目視調査を実

施し、実際に異状が発生しているか否かを確認します。 
※ 発見率＝異状が実際に存在した箇所数／提案技術によって異状の可能性があ

ると判定された箇所数 
② ①の結果を踏まえ、調査コスト（円／ｍ）、日進量（ｍ／日）、適用範囲（口径、

取付管）について取りまとめます。 
③ 上記とは別に、国総研が用意する共通実証施設（延長 25m 程度）を用いてクラック等の

検知精度（当該手法で異状の可能性が高いと判定された箇所数／施設内に人工的に作成した

異状の箇所数）についても検証を行うことがあります。 
 
４． 成果品 

① 報告書（A4 判）1 部 
② 評価書（A4 判：実証成果を評価するために有識者委員会に提出する資料）1 部 
③ 実証施設一式（設計施工図書や運転データ、維持管理マニュアル等を含む） 

 また、製本したものと併せて、電子データを提出するものとします。 
 
５． 履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定しています。 
契約締結日の翌日～平成 28 年 3 月 31 日 

 
６． 参加資格要件 

本事業において、応募資格を有するのは以下の①～⑥の要件を満たす機関または研究者等か

らなる共同研究体です。なお、実フィールドを所管する地方公共団体等を共同研究体に含む必

要があります。 
① 大学等の研究機関（大学共同利用機関法人を含む） 
② 国または地方公共団体の研究機関 
③ 日本下水道事業団、研究を目的に持つ独立行政法人 
④ 研究を目的に持つ公益法人（特例民法法人を含む。）、一般社団法人、一般財団法人 
⑤ 民間研究機関（研究部門を保有している機関） 
⑥ その他、特に水管理・国土保全局長が委託研究を実施することが適当であると認めた法

人または個人 
 共同研究体の各構成者は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第

71 条の規定に該当しない者で、かつ、国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けている

期間中でないこととします。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者また

はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続し

ている者でないこととします。 

 なお、契約時に共同研究体協定書を締結する必要があります。 
  



 

配置予定の代表者に対する要件は、以下のとおりとします。 
 ・提案する技術について熟知しており、調査・検討・分析等の事業全体をマネジメントする

ことができる者。 
また、共同研究体の構成者には下水道管路の維持管理に関する業務または研究の実績を

有しており、技術の下水道管路への適用性の観点から必要な助言等ができる者を 1 名以上

配置する必要があります（自治体職員でも可）。 
 

７.   応募要領 
（１）担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2－1－3 
国土交通省水管理・国土保全局 下水道部下水道企画課環境技術係 

電話 03-5253-8111（内線 34-134） 
FAX  03-5253-1596 
E-mail：abe-t22e@mlit.go.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 
①期間 平成 27 年 3 月 27 日から平成 27 年 4 月 16 日まで 
②場所 上記担当係及び７．（４）の説明会会場 
③方法 紙媒体をもって手交 

説明会会場以外での配布の場合に説明書の交付を希望する場合は、あらか

じめ（１）の担当まで事前に連絡を行うこと。 
（３）応募書類の提出期限、場所及び方法 

① 期限：平成 27 年 4 月 17 日（金）12：00（必着） 
② 場所：上記担当係 
③ 方法：上記期限までに、応募書類を持参又は郵送で提出して下さい。なお、電

子メールのみによる応募は受け付けません。 
（４）説明会の有無、日時及び場所等 

説明会を以下のとおり開催します。 
日 時：平成 27 年 3 月 30 日（月）１１：００～１２：００ 
場 所：〒１６２－０８１１東京都新宿区水道町 3 番 1 号水道町ビル８階 

    (公財)日本下水道新技術機構内 会議室 
参加を希望される方は、当日直接会場にお越しください。 

（５）説明書に関する質問の方法 
説明書に関する質問がある場合は、（１）の担当者までメールまたはファクスにて

連絡してください。質問に対する回答は、説明書の配布者全員に対して行います。

なお、個別の電話による質問には応じられません。（質問期限は平成 27 年 4 月 6
日（月）12：00 とします。） 

（６）応募書類に関するプレゼンテーションの日時及び場所 
有識者委員会において、提案内容についてのプレゼンテーション等を行って頂きま

す。日時及び場所は別途応募者に通知します。なお、委員会の議事録については非

公表とし、採否を問わず、審査の経過に関する問い合わせには応じられませんので、



 

予めご了承ください。 
（７）応募書類 

応募に当たっては指定した様式を参考として、日本語で作成し提出してください。

指定した枚数を超えることや枠をはみ出して作成することは原則認めません。ま

た、文字の大きさについても読みやすい大きさとしてください。 
（８）添付書類 

添付書類として次のものを提出していただきます。 
①応募者の会社定款（全ての者） 
 ※国または地方公共団体の場合は不要です。 
②地方公共団体からの確認書の写し（実証フィールドの無償貸与や共同研究体へ

の参加等にかかるもの） 
③提案技術の説明資料・パンフレット等 
④過去の類似研究の説明資料（研究担当者の過去の研究成果の中で今回の提案技

術と類似したものがある場合には、その説明資料を添付してください。なお、

様式は自由としますが、各研究あたり 1 ページ程度とします。） 
⑤実証フィールド内における実証施設配置予定図（一般平断面図）A3 版横 

（９）提出部数 
応募書類の部数は次のとおりとします。 
① 応募書類 正：1 部、副（写し）：１部、電子ファイル(PDF 版)：1 部 
② 添付書類：1 式（電子ファイル(PDF 版)：1 部を含む） 
※審査用資料として、応募者が特定できないように固有名詞を全て削除した応募

書類、添付書類及び電子ファイル各１部もあわせて提出してください。（提出媒体

は、CD/DVD、あるいは USB メモリスティックとし、必ずウィルスチェックを

してから提出して下さい。） 
※なお、提出資料は原則として返却いたしません。 

（10）応募書類の受理 
提出された応募書類については、本公募文に従わない場合や不備がある場合、応

募書類の記載内容に虚偽が認められた場合、あるいは、応募資格を有しない者の

応募書類である場合には、審査対象とならないことがあります。 
（11）秘密の保持 

応募書類は委託先の特定のためにのみ利用し、公表しません。ただし、実施が適

当であると判断された実証事業については、その概要を公表することがあります。

それ以外の応募書類については、事務局で責任をもって保管、廃棄します。 
（12）注意事項 

① 同一の技術・規模で、国土交通省及び他省庁等の補助金等を受けている研究開発

の応募は認めません。 
②  同一の研究機関等が重複して応募することもできません。 
③ 本公募への応募にあたっては、実証事業の円滑な遂行に必要な時間を適切に確保

することに留意して下さい。 
④ 応募書類の作成、提出に関する費用は、応募者側の負担とします。 



 

⑤ 提出された応募書類については、当該応募者に無断で二次的に使用することはし

ません。ただし、採択された応募内容については、「行政機関の保有する情報の

公開に関する法律」（平成 11 年 5 月 14 日法律第 42 号）において、行政機関が

取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等

の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる

場合があります。 
⑥ 応募書類の提出後においては、原則として差し替え及び再提出は認めません。ま

た、採択後においても応募書類の記載内容の変更は原則認めません。 
⑦ 応募書類に記載した研究参加予定者は、原則として変更できません。ただし、病

休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、発注者の了解

を得て、同等以上の者を配置するものとします。 
⑧応募にあたり、実証フィールドについて、実証施設の設置スペース、埋設物等の

施工障害の有無、他工事の影響等、適切性を十分に確認しておき、必要な場合は、

埋設物の調査等を行うこととします。 
 
８.  その他 

（1）  手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 
（2） 応募書類の作成及び提出に要する費用は、応募者側の負担とします。 
（3） 応募書類に虚偽の記載を行った場合は、当該応募書類を無効にするとともに、記

載を行った応募者に対して指名停止を行うことがあります。 
（4） 本手続きは、平成 27 年度政府予算の成立を前提にして実施するものであるため、

予算が成立しなかった等の場合には、契約の締結ができない場合もあります。 
（5） 詳細は説明書によります。 
（6） 「６．参加資格要件」については、契約を締結するまで要件を満たしているもの

とします。 
（7） 応募案件の審査等の透明性、公平性を確保するため、有識者委員会において審査

を行います。 


